
おいらせ町森林整備計画変更計画書（新旧対照表） 

変更後 現行 

Ⅰ 伐採，造林，保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

  １（略） 

  ２ 森林整備の基本方針 

   （１）地域の目指すべき森林資源の姿 

       森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能

を総合的かつ高度に発揮させるため、生物多様性の保全及び地

球温暖化の防止に果たす役割並びに近年の地球温暖化に伴い懸

念される集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、適

正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源

の維持造成を推進するものとします。 

具体的には、森林の有する諸機能が発揮される場である「流

域」を基本的な単位として、森林の有する水源涵
かん

養、山地災害

防止／土壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文

化、生物多様性保全及び木材等生産の各機能ごとに、その機能

の発揮上から望ましい森林資源の姿を次のとおりとします。 

その際、生物多様性の保全や地球温暖化の防止に果たす役割

はもとより、豪雨の増加等の自然環境の変化、急速な少子高齢

化と人口減少、所有者不明森林や整備の行き届いていない森林

の社会的情勢の変化、放射性物質の影響等にも配慮することと

します。また、近年の森林に対する国民の要請を踏まえ、花粉

症対策を加速化するとともに、流域治水とも連携した国土強靱

Ⅰ 伐採，造林，保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

  １（略） 

  ２ 森林整備の基本方針 

   （１）地域の目指すべき森林資源の姿 

       森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総

合的かつ高度に発揮させるため、生物多様性の保全及び地球温暖化

の防止に果たす役割並びに近年の地球温暖化に伴い懸念される集

中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、適正な森林施業の

実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持造成を推進

するものとします。 

具体的には、森林の有する諸機能が発揮される場である「流域」

を基本的な単位として、森林の有する水源涵
かん

養、山地災害防止／

土壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生物多

様性保全及び木材等生産の各機能ごとに、その機能の発揮上から望

ましい森林資源の姿を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 



化対策を推進することとします。加えて、森林の状況を適確に

把握するための航空レーザ測量等のリモートセンシングや森林

ＧＩＳの効果的な活用を図ることとします。 

   （２）（略） 

  ３（略） 

 

Ⅱ 森林の整備に関する事項   

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く）   

１（略）   

２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法   

   三八上北地域森林計画に定める立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関

する指針に基づき、森林の有する多面的な機能の維持増進を図ることを旨

として、立地条件、既往の施業体系、樹種の特性、木材需要構造、森林の

構成等を勘案して、皆伐、択伐等の伐採方法、生産目標別の主伐の時期、

伐採率、伐区の設定方法その他必要な事項について、次のとおり定めます。

また、立木の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生

じた無立木地）が、再び立木地になること）を伴う伐採であり、その方法

については、皆伐又は択伐によるものとします。 

主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持

増進に配慮して行うものとし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採

跡地間には、少なくとも周辺森林の樹高程度の林帯を確保するとともに、

伐採対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定するこ

ととします。 

   また、花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え等を推進する

ほか、伐採後の的確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法

 

 

 

   （２）（略） 

  ３（略） 

 

Ⅱ 森林整備の方法に関する事項 

 第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

  １（略） 

 ２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法   

   三八上北地域森林計画に定める立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関す

る指針に基づき、森林の有する多面的な機能の維持増進を図ることを旨とし

て、立地条件、既往の施業体系、樹種の特性、木材需要構造、森林の構成等

を勘案して、皆伐、択伐等の伐採方法、生産目標別の主伐の時期、伐採率、

伐区の設定方法その他必要な事項について、次のとおり定めます。また、立

木の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木

地）が、再び立木地になること）を伴う伐採であり、その方法については、

以下によるものとします。 

   また、伐採後の的確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法

を定め、その方法を勘案して伐採を行うこととします。 

   特に伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹

の保存、種子の結実等に配慮することとします。 

   なお、自然条件が劣悪なため、更新を確保するための伐採方法を特定する

必要がある森林における伐採方法については、択伐等的確な更新に配慮する

こととします。 



を定め、その方法を勘案して伐採を行うこととします。 

   特に伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母

樹の保存、種子の結実等に配慮することとします。 

   なお、自然条件が劣悪なため、更新を確保するための伐採方法を特定す

る必要がある森林における伐採方法については、択伐等的確な更新に配慮

することとします。 

   さらに、林地の保全、雪崩及び落石等の防止、風雪害等の各種被害の防

止、風致の維持並びに渓流周辺及び尾根筋等の森林における生物多様性の

保全等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置することとしま

す。 

また、集材に当たっては、林地の保全等を図るため、現地の地形や湧

水等の状況を十分確認して土砂の流出・崩壊が発生しないよう集材方法

や使用機械を検討し、集材路や土場の作設時には土砂の流出や転石、伐

倒木等の落下が無いよう線形計画や残土処理を適切に行うとともに、伐

採後の植栽作業や天然更新を想定した枝条整理を行うなど、現地に適し

た方法により行うなど、「主伐時における伐採・搬出指針の制定につい

て」（令和３年３月 16 日付け２林整第 1157 号林野庁長官通知）を踏ま

え、現地に適した方法により行うこととします。 

３ （略）  

第２ 造林に関する事項   

１ 人工造林に関する事項  

（１）人工造林の対象樹種 

人工造林をすべき対象樹種の選定に当たっては、適地適木を基本

とし、地域の自然条件、樹種の特質、種苗の需給動向、新たな施業

技術等を勘案し、健全な森林の成立が見込まれる樹種を選定するこ

   さらに、林地の保全、雪崩及び落石等の防止、風雪害等の各種被害の防止、

風致の維持並びに渓流周辺及び尾根筋等の森林における生物多様性の保全

等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置することとします。 

また、集材に当たっては、林地の保全等を図るため、現地の地形や湧水等

の状況を十分確認して土砂の流出・崩壊が発生しないよう集材方法や使用機

械を検討し、集材路や土場の作設時には土砂の流出や転石、伐倒木等の落下

が無いよう線形計画や残土処理を適切に行うとともに、伐採後の植栽作業や

天然更新を想定した枝条整理を行うなど、現地に適した方法により行うな

ど、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３年３月 16

日付け２林整第 1157 号林野庁長官通知）を踏まえ、現地に適した方法によ

り行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

３ （略）  

第２ 造林に関する事項   

１ 人工造林に関する事項 

（１）人工造林の対象樹種 

人工造林の対象樹種は、表２－２－１に示すとおりです。 

なお、定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普

及指導員又は、町の林務担当部局とも相談の上、適切な樹種を選択しま



ととします。 

また、ヒバなどの郷土樹種や広葉樹などの多様な造林を進めると

ともに、無花粉苗木や少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木など花粉

症対策に資する苗木の植栽を推進するものとし、人工造林の対象樹種

は下記のとおりとします。 

なお、定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業

普及指導員又は、町の林務担当部局とも相談の上、適切な樹種を選択

します。 

 

表２－２－１ 人工造林の対象樹種 

区分 樹種名 備考 

人工造林の対象樹種 スギ、カラマツ、アカマツ、クロマ

ツ、ヒバ、ブナ、ケヤキ、ナラ類等 

 

 

（２）（略） 

  （３）（略） 

２～５ （略） 

第３（略） 

第４（略） 

第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

 １（略） 

 ２ 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大を促進するための方策 

森林の経営の受委託等に関し、不在町森林所有者を含む森林所有者等へ

の啓蒙・普及活動を強化するとともに、森林施業の委託を推進する森林施

業の集約化に取り組む者に対する長期の森林施業の受委託などに必要な航

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－２－１ 人工造林の対象樹種 

区分 樹種名 備考 

人工造林の対象樹種 スギ、アカマツ、カラマツ、ヒバ、ケ

ヤキ等 

 

 

（２）（略） 

  （３）（略） 

２～５ （略） 

第３（略） 

第４（略） 

第５ 

１（略） 

 ２ 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大を促進するための方策 

森林の経営の受委託等に関し、不在町森林所有者を含む森林所有者等への啓

蒙・普及活動を強化するとともに、森林施業の委託を推進する森林施業の集約

化に取り組む者に対する長期の森林施業の受委託などに必要な情報の提供や



空レーザ計測等により整備された高度な森林資源情報の提供及び公開並び

に助言、あっせんや地域の流域林業活性化センターの開催により、森林所

有者等と森林組合等との森林の経営の受委託の合意形成を通じて施業の集

約化に取り組む者への森林の経営の委託等を推進するものとします。 

 ３～５ （略） 

第６（略） 

第７（略）  

第８ その他必要な事項 

 １ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

    林業に従事する者の養成及び確保については、森林組合等の林業

事業体における雇用の安定化や他産業並の労働条件の確保、雇用管

理の改善及び労働災害防止対策を推進し、若年層や女性等多様な人

材の就業を促進するとともに、県が行う、就業前に森林・林業に関

する基礎的知識や技術を習得させるための研修「青い森林業アカデ

ミー」や、国の「緑の雇用」事業と連携を図りながら、将来的に林

業事業体等の中核となり得る現場技術者の養成を支援することとし

ます。 

  （１）（略） 

  （２）（略） 

 ２（略） 

 ３ 林産物の利用の促進のための施設の整備に関する事項 

    素材生産業者等から木材製造業等に至る木材の安定的取引関係の確立の

ため、地域の特性に応じた原木需給システムを構築するとともに、低コスト

かつ品質や性能が明確で、需要者のニーズに即した木材製品を安定的に供給

できる加工機械や乾燥機等の整備を推進することとします。 

助言、あっせんや地域の流域活性化協議会の開催により、森林所有者等と森林

組合等との森林の経営の受委託の合意形成を通じて施業の集約化に取り組む

者への森林の経営の委託等を推進するものとします。 

 

 ３～５ （略） 

第６（略） 

第７（略）  

第８ その他必要な事項 

 １ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （１）（略） 

  （２）（略） 

 ２（略） 

 ３ 林産物の利用の促進のための施設の整備に関する事項 

    特になし 

 

 

 



 

Ⅲ～Ⅴ （略） 

 

付属参考資料 （略） 

 

 

Ⅲ～Ⅴ （略） 

 

付属参考資料 （略） 

 

 


